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表3  労災保険財政の将来見通し
位：億円

年度 保険料収入 収入計 保険給付等 支出計 決算上の収支 積立金累計 充足率 必要な積立金

1997 15,486 18,215 9,820 13,198 5,017 61,087 71.7% 85,235
1998 14,339 16,898 9,718 12,853 4,045 65,198 76.0% 85,761
1999 13,338 15,693 9,558 12,448 3,245 68,536 81.7% 83,902
2000 13,301 15,425 9,479 12,406 3,019 71,602 86.1% 83,185
2001 12,729 14,605 9,453 12,341 2,264 73,902 94.0% 78,595
2002 12,185 13,892 9,185 11,979 1,913 75,863 96.8% 78,390
2006 9,843 11,608 9,036 11,617 -9 75,013 95.9% 78,243
2009 9,503 11,557 8,984 11,562 -5 73,073 95.1% 76,864
2012 9,168 11,426 8,861 11,443 -17 71,571 95.9% 74,633

労災保険の積立金は、年金受給者への将来の年金給付費用に宛てる原資として、全て財政融資資金へ預託している。
注） 平成14年度までは実績。

収入計には一般会計からの受入、雑収入、積立金からの受入額を、支出計には事務費、返還金を含む。
賃金上昇率は、当初4年間は0.5％、以降は1.0％。
雇用者数は、「日本の将来推計人口」（平成14年1月国立社会保障・人口問題研究所）の15～64歳人口の増減率を参考。
今後の預託金利は年2％とした。
必要な積立金の額は、平成14年度末実績の年金受給者数を基に、上記の賃金上昇率及び預託金利を加味して推計した。
新規年金受給者数の推移や経済情勢の変化等を反映した結果、今後必要な積立金は減少していくものと見込んでいる。

表2  労災保険アフターケア健康管理手帳交付者数の推移（続き）

年度
尿路系腫

瘍
脳血管疾

患
有機溶剤
中毒等

外傷によ

る末梢神
経損傷

熱傷
サリン中

毒
精神障害

1997 1 16 4 91 63 3 3
1998 36 35 16 220 119 3 3
1999 55 49 20 409 203 4 4
2000 59 69 26 599 274 6 6
2001 60 89 32 901 343 5 25
2002 59 146 33 1,115 424 6 37

注）  厚生労働省労働基準局「労災保険事業年報」により、全国労働安全衛生センター連絡会議が作成。

表1  死亡災害・死傷災害発生状況、労災保険適用状況及び給付種類別受給者数の推移（続き）

計 じん肺 せき損 その他

1995 4,022 5,128 1,046 4,082 8,007 209,778 16,533 11,390 3,070 2,073 90,918 102,327
1996 3,803 4,933 815 4,118 8,035 212,465 15,915 10,932 2,978 2,005 92,069 104,481
1997 3,666 4,563 899 3,664 7,366 214,489 15,350 10,494 2,893 1,963 93,067 106,072
1998 3,330 3,812 833 2,979 6,709 216,007 14,646 9,940 2,825 1,881 94,096 107,265
1999 3,349 4,165 761 3,404 7,021 217,386 14,029 9,439 2,741 1,849 94,891 108,466
2000 3,231 4,096 807 3,289 6,665 218,386 13,392 8,926 2,653 1,813 95,489 109,505
2001 3,244 4,015 817 3,198 6,344 218,957 12,790 8,415 2,603 1,772 95,785 110,382
2002 3,239 3,894 790 3,104 6,399 219,720 12,202 7,924 2,532 1,746 96,310 111,208
2003

注） 遺族（補償）年金の新規受給者数は、1982年度以降は年金と前払一時金、1968年度以降は年金と附則第42条の新規受給者数の合
の合計である。
障害（補償）年金は、1965年度以前は1～3級、1966年度以降は1～７級になっている。
傷病（補償）年金は、1976年度以前は長期傷病補償給付の件数である。1959年度の数字は、1960年度当初、長期傷病者補補償
へ移行した者の件数である。
労働省資料により全国労働安全衛生センター連絡会議が作成。
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